
 

川崎市交通局会計年度任用職員の職務、勤務条件に関する要綱  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

３ １ 川交 庶 第 １ １ ９９ 号   

（趣旨）  

第１条  この要綱は、川崎市交通局会計年度任用職員の取扱いに関す

る基本要綱（３１川交庶第１１９７号）第２２条の規定に基づき、同

要綱その他別に定めるもののほか、交通局が所管する会計年度任用

職員（以下「会計年度任用職員」という。）の職務、勤務条件等に関

し、必要な事項を定めるものとする。  

（業務内容、勤務時間等）  

第２条  会計年度任用職員の業務内容、勤務場所、勤務時間等は、別表

第１に定めるとおりとする。  

２  前項に定めるもののほか、所属長は、当分の間、新型コロナウイル

ス感染症のまん延防止のため必要と認めるときは、会計年度任用職

員の同意を得て、勤務時間等を臨時に繰り上げ、繰り下げる等の方法

により変更することができる。  

（給料の額）  

第３条  会計年度任用職員の給料の額は、別表第２に定める相当する

表級号の範囲内において、本市職員としての経験月数（採用の日前３

年間の範囲内に限る。）を考慮して決定した準用する表級号に定める

額に、当該職員の１週間当たりの勤務時間を３８．７５時間で除して

得た割合を乗じて得た額とする。  

（半日単位の年次休暇）  

第４条  会計年度任用職員は、半日を単位として年次有給休暇を受け

ることができる。  



 

２  半日単位の年次休暇は、原則として正午で区分し、２回をもって１

日の年次休暇とする。  

 （被服）  

第５条  会計年度任用職員には、その職務の遂行に必要な被服を別表

第３の定めるところにより貸与する。  

２  会計年度任用職員は、退職又は免職時には、貸与された被服等を返

還しなければならない。この場合において、貸与品の返還については、

川崎市交通局被服規程（昭和４３年交通局規程第１９号）の規定を適

用する。  

（委任）  

第６条  川崎市交通局会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱及

びこの要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事

項は、交通局長が定める。  

 

附  則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和２年４月２２日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和６年８月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 



 

別表第１（第２条関係）  

職名 業務内容 所管課 
勤務 

場所 

１週間

の勤務

時間 

勤務時間 

(休憩時間) 
勤務日 週休日 

事務補助会

計年度任用

職員（庶務

課） 

(１)庶務係業務に関

すること 

(２)職員係業務に関

すること 

(３)労務管理業務に

関すること 

(４)その他必要な業

務 

企画管

理部庶

務課 

企画管

理部庶

務課 

30 時間

00 分 

9:00~16:00 

（休憩 12:00~13:00

（ランチタイムシフト

勤務をしている職員に

ついては、11:30~12:30

又は 12：30~13:30）） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

事務補助会

計年度任用

職員（経理

課） 

(１)出納・収納・資

産管理業務に関す

ること 

(２)その他必要な業

務 

企画管

理部経

理課 

企画管

理部経

理課 

30 時間

00 分 

9:00~16:00 

（休憩 12:00~13:00

（ランチタイムシフト

勤務をしている職員に

ついては、11:30~12:30

又は 12：30~13:30）） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

事務補助会

計年度任用

職員（管理

課） 

(１)営業所管理業務

に関すること 

(２)その他必要な業

務 

自動車

部管理

課 

自動車

部管理

課 

30 時間

00 分 

9:00~16:00 

（休憩 12:00~13:00

（ランチタイムシフト

勤務をしている職員に

ついては、11:30~12:30

又は 12：30~13:30）） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

事務補助会

計年度任用

職員（運輸

課） 

(１)車両整備管理業

務に関すること 

(２)その他必要な業

務 

自動車

部運輸

課 

自動車

部運輸

課 

30 時間

00 分 

9:00~16:00 

（休憩 12:00~13:00

（ランチタイムシフト

勤務をしている職員に

ついては、11:30~12:30

又は 12：30~13:30）） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

事務補助会

計年度任用

職員（安

全・サービ

ス課） 

(１)安全管理担当業

務に関すること 

(２)お客様サービス

担当業務に関する

こと 

(３)その他必要な業

務 

自動車

部安

全・サ

ービス

課 

自動車

部安

全・サ

ービス

課 

30 時間

00 分 

8:30~15:30、 

9:00~16:00 

または 

10:00~17:00 

（休憩 勤務時間の途中

において 1 時間） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

保健相談業

務会計年度

任用職員 

(１)職員の保健相談

業務に関すること 

(２)その他必要な業

務 

企画管

理部庶

務課 

企画管

理部庶

務課 

24 時間

00 分 

変則勤務（４勤３休） 

8:30~17:15 の間のうち

6 時間 00 分 

（休憩 勤務時間の途中

において１時間） 

 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週４日 

日曜日、

土曜日及

び週のう

ち予め指

定した１

日 

施設管理配 (１)停留所の維持及 自動車 自動車 30 時間 9:00~16:00 月曜日か 土曜日及



 

送会計年度

任用職員 

び整備等の管理業

務に関すること 

(２)書類等の配送業

務に関すること 

(３)その他必要な業

務 

 

部管理

課 

部管理

課 

00 分 （休憩 勤務時間の途中

において１時間） 

ら金曜日

までの週

５日 

び日曜日 

自動車運転

手養成会計

年度任用職

員 

(１)大型自動車第二

種免許の取得に向

けた教習所への通

所・研修及び教習

の受講業務に関す

ること 

(２)その他必要な業

務 

自動車

部安

全・サ

ービス

課 

自動車

部安

全・サ

ービス

課 

31 時間

00 分 

変則勤務（４勤３休） 

8:30~20:00 の間のうち

７時間 45 分 

ただし、営業所におい

て教習を受ける場合

は、教習対象の運行に

係る時間のうち７時間

45 分 

（休憩 勤務時間の途中

において１時間以上） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週４日 

日曜日、

土曜日及

び週のう

ち予め指

定した１

日 

事務補助会

計年度任用

職員（塩浜営 

業所） 

(１)営業所庶務業務

に関すること  

(２)その他必要な業

務 

自動車

部塩浜

営業所 

自動車

部塩浜

営業所 

31 時間

00 分 

9:00～16:00  

（休憩 勤務時間の途中

において 1 時間） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

事務補助会

計年度任用

職員（鷲ヶ峰 

営業所） 

(１)営業所庶務業務

に関すること  

(２)その他必要な業

務 

自動車

部鷲ヶ

峰営業

所 

自動車

部鷲ヶ

峰営業

所 

31 時間 

00 分 

9:00～16:00  

（休憩 勤務時間の途中

において 1 時間） 

月曜日か

ら金曜日

までの週

５日 

土曜日及

び日曜日 

 

別表第２（第３条関係）  

会計年度任用職員（月額）の相当する表級号の範囲  

職名  ランク  相当する表級号の範囲  

事務補助会計年度任用職員

（庶務課） 

Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

事務補助会計年度任用職員

（経理課） 

Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

事務補助会計年度任用職員

（管理課） 

Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

事務補助会計年度任用職員

（運輸課） 

Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

事務補助会計年度任用職員

（安全・サービス課） 

Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

保健相談業務会計年度任用

職員 

Ｂ 交通企業職給料表（１）２級３３号給～３８号給 

施設管理配送会計年度任用

職員 

Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

自動車運転手養成会計年度 Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給  



 

任用職員 

事務補助会計年度任用職員

（塩浜営業所） 
Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

事務補助会計年度任用職員

（鷲ヶ峰営業所） 
Ｅ 交通企業職給料表（１）１級２４号給～２９号給  

 

別表第３  

被服貸与基準表  

施設管理配送業務会計年度任用職員  

貸与品  

作
業
帽 

上
着
半
袖 

上
着
長
袖 

ジ
ャ
ン
パ
ー 

ズ
ボ
ン 

着用期間  通年  

6/1  

～  

9/30  

4/1  

～

5/31 

及び  

10/1  

～  

3/31 

4/1  

～

5/31 

及び  

10/1  

～  

3/31 

6/1  

～  

9/30 

貸与数量  

採用年度  １  ２  ２  １   １  

再度の  

任用年度  

 

    

 

備考   

１  被服の貸与方法は、正規職員に準ずる。  

２  毎年１月から３月までの間に採用された者については、その採用

日から翌年３月３１日までの間を採用年度とみなす。  


